
米子市フレイル対策事業広報業務委託に関するプロポーザル実施要領 

 

１ 目的 

本市がフレイル対策を推進する上で、令和５年度から開始したＩＣＴを活用し

たフレイル度チェック及びチェック結果に基づくフレイル予防実践の支援等の一

連の取組について、効果的な広報媒体を用いて健康無関心層を含む幅広い層の市

民に対し、広報活動を効果的に展開する受託事業者をプロポーザル方式により選

定する。 

 

２ 業務の概要 

（１）業務名 米子市フレイル対策事業広報業務 

（２）業務内容 別紙「仕様書」のとおり 

（３）委託期間 契約締結日から令和７年３月３１日まで 

（４）提案上限額 ７，８５０千円（消費税及び地方消費税を含む。） 

ア 契約額は上限額以内とし、契約締結の際に協議する。 

イ 提案する金額はこの上限額を超えてはならない。 

 

３ 参加資格 

 本業務のプロポーザルに参加することができる者は、本業務の趣旨を理解し、

且つ実績及び能力を有する事業者で、本市との協議、調整が必要なときは誠実な

対応と柔軟で確実に履行することが可能な者であり、参加申請書提出時点におい

て、次の事項を全て満たすものとする。 

（１）単独企業の場合 

ア 法人格を有すること。 

イ 米子市、国及びその他の地方公共団体から競争入札における指名停止措

置を受けていないこと。 

ウ 破産法（平成１６年法律第７５号）の規定による破産手続開始の申立て、

会社更生法（平成１４年法律第１５４号）の規定による更正手続き開始の

申立て又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）の規定による再生手

続き開始の申立てがなされていないこと。 

エ 米子市が課する税の滞納をしていないこと。 

オ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７

号）第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）又は

同条第２号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者を

経営に関与させていないこと。 



（２）共同企業体の場合 

ア 構成員が（１）の資格の全てを満たすものであること。 

イ 共同企業体が２者以上により自主的に結成されたものであること。 

ウ 各構成員が本プロポーザルに参加する企業又は他の共同企業体の構成員で

ないこと。 

４ 手 続 

（１）担当部署 

〒683-0811 

鳥取県米子市錦町一丁目１３９番地３  

米子市福祉保健部フレイル対策推進課 

電話：0859-23-5458 E-mail：fureiru-taisaku@city.yonago.lg.jp 

（２）提出書類 

ア 参加申込書等 

本プロポーザルに参加を希望する場合は、次に掲げる書類を令和６年２月

２９日（木）までに直接持参又は郵送し、提出すること。なお、郵送による

申込みは令和６年２月２９日（木）までに到着したものに限る。 

・参加申込書（別記様式１号）１部 

・参加資格に関する申立書（別記様式２号）１部 

・役員等調書兼照会承諾書（別記様式３号）１部 

・市税納税状況確認承諾書（別記様式４号）１部 

※共同企業体として参加申込みする場合は、参加申込書を代表団体名で作

成し、次の書類を添付すること。また、様式２号、様式３号及び様式４

号については、構成員ごとに作成し添付すること。 

・共同企業体結成届出書（別記様式５号）１部 

イ 企画提案書等 

アの参加申込書等を提出した者は、次に掲げる書類を令和６年３月７日

（木）までに直接持参又は郵送で提出すること。なお、郵送による申込みは

令和６年３月７日（木）までに到着したものに限る。 

・見積書（任意様式）１部 

・次に掲げる内容を含む企画提案書（事業実施計画書）６部 

①取組方針及び実施体制について 

②実施計画（広報スケジュール）について 

③業務の実施方法について（仕様書４の表に示す各事業について記載） 

④広報活動の効果的な展開の提案 

※共同企業体として参加する場合は①に構成員における業務役割分担に



ついても記載すること。 

 

（３）質問の方法 

   質問は簡潔にまとめ、担当部署へ電子メールにより提出すること。 

ア 提出期日 令和６年３月１日（金）正午まで 

イ 回答 電子メールにて参加者全員に周知するとともに、市のホームページ

により公表する。 

ウ 制限事項 本プロポーザル実施に係る内容以外の質問や担当部署への電子

メール以外による質問は、一切受付けない。 

（４）辞退 

参加申込に関する書類を提出した後、参加を辞退する場合は、辞退届（第

６号様式）を提出すること。なお、すでに受理した参加申込書兼誓約書及び

役員調書兼照会承諾書は返却しない。 

 

５ 審査方法 

提案者から提出された書類の審査及び企画提案書のヒアリング等を行い、６

（１）から（４）で示す審査基準に基づき採点した結果、最も高い評価を得た提

案を最優秀案として選定する。その他の提案は同様に審査基準に基づき採点し、

順位付けをする。 

（１）ヒアリング 

企画提案内容について、次のとおりヒアリングを実施する。 

ア 実施日時 

令和６年３月１５日（金） 

ヒアリングの実施時間は、参加希望者に別途連絡をする。 

イ 所要時間 

３０分以内（説明２０分以内・質疑応答１０分以内、準備、撤去含む） 

ウ 留意事項 

事前に提出した提案書類を用いて説明すること。 

なお、既に提案しているものを補足するような資料であれば、別途用いて

もよいが、新たな追加案件は不可とする。 

 

６ 審査基準及び配点 

合格基準点はおおむね１２０点以上とし、合格基準点に満たない場合は、選

定しないものとする。応募者が一者の場合も同じ評価を行うものとする。 

（１）取組方針、実施体制及び実施計画 配点 ２０点／２００点 



（２）業務の実施方法 配点 １００点／２００点 

（３）広報活動の効果的な展開の提案 配点 ６０点／２００点 

（４）見積価格 配点 ２０点／２００点 

 

７ 審査結果の公表 

決定通知書により参加者全員に周知するとともに、市のホームページにより公

表する。 

 

８ 契約の締結の交渉及び契約締結 

（１）審査の結果、最優秀案として選定された提案をしたものと契約締結の交渉

を行う。この交渉が不調となったときは、審査で順位付けを行った上位のも

のから順に契約締結の交渉を行う。 

（２）契約締結の交渉における業務内容について、必ずしも提案どおり実施する

ものではなく、必要に応じて、詳細な事項については改めて協議を行う。ま

た、契約の際には、改めて見積書を提出依頼することがある。 

（３）本プロポーザルは、令和６年度当初予算成立を前提とした事前準備手続き

であり、予算が成立したときにのみ効力を生じる業務である。そのため、米

子市議会において当初予算が否決された場合は、委託契約は締結しないもの

とする。 

なお、契約しなかった場合においても、応募者が本業務を実施するために支

出した費用（準備行為も含む。）、提供した知見の対価等については、一切

補償しない。 

 

９ 日程 

参加申込書等提出期限 令和６年２月２９日 

質問書提出期限 令和６年３月１日正午 

企画提案書等提出期限 令和６年３月７日 

ヒアリング 令和６年３月１５日 

審査結果の通知 令和６年３月２１日（予定） 

契約締結 令和６年４月１日（予定） 

 

１０ 失格事項 

本プロポーザルの提案者又は提出された企画提案書等が次のいずれかに該当

する場合は、失格とする。 

（１）提出書類に虚偽の内容を記載したとき。 



（２）３に掲げる要件を満たさなくなったとき 

 

１１ その他 

（１）本プロポーザルへの参加に係る提案書等の作成及び提出に要する費用は参

加希望者の負担とする。 

（２）提出された提案書等は、本プロポーザルの目的以外の目的に提出者に無断

で使用しない。 

（３）提出された提案書等は、返却しない。 

（４）提案者が提出する書類は、米子市情報公開条例（米子市条例第２２号）の

規定により非公開の扱いとなるものを除き、公文書公開の対象となるので留

意すること。 

 


